
滋
賀
。金
剛
寺
城
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
金
剛
寺
町
小
字
大
手

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二
年

（昭
５７
）

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
滋
賀
県
教
育
委
員
会

・
動
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

４
　
調
査
担
当
者
　
近
藤
　
滋

。
山
崎
清
和

（近
江
八
暗
市
）

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
跡

６
　
遺
跡
の
時
代
　
室
町
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

本
調
査
は
県
営
ほ
場
整
備
事
業
に
先
立
ち
実
施
し
た
発
掘
調
査
で
あ
る
。
調

査
は
小
字

「古
城
」
の
地
の
南
約
三
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
地
点
で
実
施
し
た
が
、
こ
れ
は

ジ
　
　
小
字

「
大
手
」

の
名
と
、
こ
こ

に
所
在
す
る
若
宮
神
社
の
周
辺

に
、
堀
跡
様
の
水
路
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
城
跡
の
明
確
な
位
置

確
認
と
、
堀
跡
で
あ
る
の
か
ど

う
か
の
遺
構
確
認
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
堀
跡
様
水
路

は
旧
自
然
河
道
を
耕
作
用
水
路

に
改
変
し
た
も
の
で
、
特
に
遺
構
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
遺
物

と
し
て
は
旧
河
道
最
下
層
よ
り
古
墳
時
代
前
期
―
中
期
の
上
師
器
片
が
多
数
検

出
さ
れ
、
こ
の
上
層
の
氾
濫
に
伴
う
砂
層
よ
り
、
近
世
の
陶
磁
器
片
と
、
若
千

近
江
産
黒
色
土
器
の
検
出
を
見
た
。
こ
こ
に
報
告
す
る
板
塔
婆
は
、
流
れ
の
中

の
径
六
〇
釦
、
深
さ
五
ｉ
七
伽
の
皿
状
窪
地
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
、
隣
接
地

よ
り
黒
色
土
器
片
が
出
土
し
た
と
い
う
だ
け
で
、
具
体
的
な
伴
出
遺
物
と
言
い

難
く
、
時
期
決
定
は
で
き
難
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
参
考
ま
で
に
、
当
該
地
周

辺
は
佐
々
木
氏
頼
が
亡
父
時
信
の
菩
提
の
た
め
正
平
七
年

（
〓
一三

二
）
金
剛

寺
を
建
立
し
、　
ま
た
、
延
慶
三
年

（
〓
三

〇
）
に
没
し
た
佐
々
木
頼
綱
が
金

田
殿
と
呼
ば
れ
た
別
館
を
建
て
、
延
徳
三
年

（
一
四
九
５

に
は
細
川
政
元
の

臣
安
富
元
家
が
金
剛
寺
城
を
築
い
た
こ
と
が
、
諸
文
献
に
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文
、
内
容

検
出
し
た
木
筒
は
大
き
く
分
け
て
三
片
あ
る
が
、
内
二
片
は
同

一
個
体
の
も

の
で
、　
一
片
は
木
目
か
ら
見
て
、
あ
る
い
は
別
個
体
の
可
能
性
も
あ
る
。
文
字

の
判
読
で
き
る
も
の
は
一
点
で
あ
る
。

ω
　
。
□
陀

・
□
□
□
□

□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３

温
マ
∞
ｏ解

（近
藤
　
滋
）

多ヽ

(近江八膳)
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